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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　事業所専用の無線通信システムと公衆無線通信システムとを互いに接続した状態にして
備えている無線通信システムにおいて、
　前記事業所専用の無線通信システム及び前記公衆無線通信システムを使用することが可
能で前記事業所専用の無線通信システムに属する無線端末が、前記事業所専用の無線通信
システムを使用して通信相手と通信中の状態にあったときに、当該無線端末が、前記事業
所専用の無線通信システムの通信圏外に移動したことが検知された際に、前記事業所専用
の無線通信システムは、通信中の呼を保留状態に設定するとともに、通信圏外に移動した
当該無線端末の電話番号と通信相手の電話番号とを保留情報として登録し、
　前記無線端末が前記公衆無線通信システムの通信圏内に移動したときに、前記無線端末
は、前記公衆無線通信システムを介して前記事業所専用の無線通信システムに対し今まで
通信中であった前記通信相手との再接続要求となる着信をする際に、前記通信相手の電話
番号を通知し、
　前記事業所専用の無線通信システムは、前記着信を検知した際に、着信時に前記無線端
末から通知された電話番号と前記登録した通信相手の電話番号とを照合し、両者が一致し
ている場合に、当該着信が再接続要求であるものと認識して、保留状態に設定していた前
記通信相手との再接続を行い、通信中の状態に再設定することを特徴とする無線通信シス
テム。
【請求項２】
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　前記事業所専用の無線通信システムは、通信圏外への移動により、前記無線端末の通信
中の呼を保留状態に設定して、前記保留情報を登録する際に、当該呼の通信相手に対して
、保留中である旨の保留メッセージ、または、保留音を送信するか、あるいは、当該呼を
通信圏外へ転送中である旨のガイダンスを送信することを特徴とする請求項１に記載の無
線通信システム。
【請求項３】
　前記事業所専用の無線通信システムは、通信圏外への移動により、前記無線端末の通信
中の呼を保留状態に設定して、前記保留情報を登録した際に、保留状態を継続する制限時
間としてあらかじめ定めた時間を計時するためにタイマを起動し、前記制限時間が経過す
るまでの間に、前記無線端末からの前記再接続要求を認識した場合、登録していた前記保
留情報に基づいて、当該無線端末との通信呼として現在保留中の状態にある前記通信相手
を当該無線端末と再接続し、登録していた前記保留情報を削除し、通信中の状態に設定す
ることを特徴とする請求項１または２に記載の無線通信システム。
【請求項４】
　前記事業所専用の無線通信システムは、現在保留中の状態にある前記通信相手を当該無
線端末と再接続することに先立って、前記通信相手に対して、前記事業所専用の無線通信
システムから前記公衆無線通信システムへの通信中ローミングを行う旨の通知メッセージ
を送信することを特徴とする請求項３に記載の無線通信システム。
【請求項５】
　前記事業所専用の無線通信システムは、前記制限時間が経過するまでの間に、前記無線
端末からの前記再接続要求の着信がないことを検知した場合、当該無線端末との通信呼と
して現在保留中の状態にある前記通信相手との接続を切断するとともに、登録していた前
記保留情報を削除することを特徴とする請求項３または４に記載の無線通信システム。
【請求項６】
　前記事業所専用の無線通信システムは、前記通信相手との接続を切断することに先立っ
て、前記通信相手に対して、前記無線端末が切断した旨を示す通知メッセージを送信する
ことを特徴とする請求項５に記載の無線通信システム。
【請求項７】
　前記事業所専用の無線通信システムは、前記制限時間が経過した後に、前記無線端末か
らの前記再接続要求を認識した際に、前記通信相手への新たな着信要求として、前記通信
相手に対して発呼することを特徴とする請求項３ないし６のいずれかに記載の無線通信シ
ステム。
【請求項８】
　前記無線端末が、通信中の状態で前記事業所専用の無線通信システムの通信圏外へ移動
した際に当該通信中の呼の通信相手を通信メッセージ記録装置に接続替えすることを前記
事業所専用の無線通信システムにあらかじめ登録していた場合、前記事業所専用の無線通
信システムは、前記無線端末が通信中の状態で当該事業所専用の無線通信システムの通信
圏外へ移動したことを検知した際に、前記無線端末と通信中の状態にある通信相手を、当
該事業所専用の無線通信システムに設置されている前記通信メッセージ記録装置へ接続替
えすることを特徴とする請求項１ないし７のいずれかに記載の無線通信システム。
【請求項９】
　前記無線端末が、通信中の状態で前記事業所専用の無線通信システムの通信圏外へ移動
した際に当該通信中の呼の通信相手をあらかじめ登録している通信端末に自動転送するこ
とを前記事業所専用の無線通信システムにあらかじめ登録していた場合、前記事業所専用
の無線通信システムは、前記無線端末が通信中の状態で当該事業所専用の無線通信システ
ムの通信圏外へ移動したことを検知した際に、前記無線端末と通信中の状態にある通信相
手を、あらかじめ登録されている前記通信端末へ自動転送することを特徴とする請求項１
ないし７のいずれかに記載の無線通信システム。
【請求項１０】
　前記事業所専用の無線通信システム網がキーテレホンシステムであることを特徴とする
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請求項１ないし９のいずれかに記載の無線通信システム。
【請求項１１】
　互いに接続された事業所専用の無線通信システムと公衆無線通信システムとの双方を使
用することが可能で前記事業所専用の無線通信システムに属する無線端末において、
　前記事業所専用の無線通信システムは、前記無線端末が前記事業所専用の無線通信シス
テムを使用して通信相手と通信中の状態にあるときに前記事業所専用の無線通信システム
の通信圏外に移動したことを検知して、通信中の呼を保留状態に設定するとともに、通信
圏外に移動した当該無線端末の電話番号と通信相手の電話番号とを保留情報として登録し
、前記無線端末からの着信を検知した際に、着信時に前記無線端末から通知された電話番
号と前記登録した通信相手の電話番号とを照合し、両者が一致している場合に、当該着信
が再接続要求であるものと認識して、前記無線端末と保留状態に設定していた前記通信相
手との再接続を行い、通信中の状態に再設定するものであり、
　前記無線端末は、前記事業所専用の無線通信システムを使用して通信相手と通信中の状
態にあるときに、前記事業所専用の無線通信システムの通信圏外から移動して、前記公衆
無線通信システムの通信圏内に移動した際に、前記公衆無線通信システムにアクセスして
、前記事業所専用の無線通信システムに対して前記通信相手の電話番号を送信することに
より、通信中の状態にあった前記通信相手との再接続を要求する再接続要求となる前記着
信を行う、
　無線端末。
【請求項１２】
　通信中の状態で前記事業所専用の無線通信システムの通信圏外へ移動した際に通信中の
状態にあった前記通信相手を通信メッセージ記録装置に接続替えすることを前記事業所専
用の無線通信システムに登録する手段を備えていることを特徴とする請求項１１に記載の
無線端末。
【請求項１３】
　通信中の状態で前記事業所専用の無線通信システムの通信圏外へ移動した際に通信中の
状態にあった前記通信相手をあらかじめ登録している通信端末に自動転送することを前記
事業所専用の無線通信システムに登録する手段を備えていることを特徴とする請求項１１
または１２に記載の無線端末。
【請求項１４】
　携帯電話端末、ＰＨＳ端末、携帯情報端末、または、携帯ノートＰＣのいずれかからな
ることを特徴とする請求項１１ないし１３のいずれかに記載の無線端末。
【請求項１５】
　事業所専用の無線通信システムと公衆無線通信システムとを互いに接続した状態にして
備えている無線通信システムにおける通信中再接続方法であって、
　前記事業所専用の無線通信システム及び前記公衆無線通信システムを使用することが可
能で前記事業所専用の無線通信システムに属する無線端末が、前記事業所専用の無線通信
システムを使用して通信相手と通信中の状態にあったときに、当該無線端末が、前記事業
所専用の無線通信システムの通信圏外に移動したことが検知された際に、前記事業所専用
の無線通信システムは、通信中の呼を保留状態に設定するとともに、通信圏外に移動した
当該無線端末の電話番号と通信相手の電話番号とを保留情報として登録し、
　前記無線端末が前記公衆無線通信システムの通信圏内に移動したときに、前記無線端末
は、前記公衆無線通信システムを介して前記事業所専用の無線通信システムに対し今まで
通信中であった前記通信相手との再接続要求となる着信をする際に、前記通信相手の電話
番号を通知し、
　前記事業所専用の無線通信システムは、前記着信を検知した際に、着信時に前記無線端
末から通知された電話番号と登録した通信相手の電話番号とを照合し、両者が一致してい
る場合に、当該着信が再接続要求であるものと認識して、保留状態に設定していた前記通
信相手との再接続を行い、通信中の状態に再設定することを特徴とする通信中再接続方法
。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システム、無線端末および通信中再接続方法に関し、特に、無線端
末が属するキーテレホンシステムなど事業所用無線通信システムと公衆津線通信システム
との間の当該無線端末の通信中ローミング動作を可能とする無線通信システム、無線端末
および通信中再接続方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、事業所用無線通信システムは通信可能な地域が限られており、事業所用無線通信
システムに利用される無線端末が、当該事業所用無線通信システムの通信可能な範囲以内
に存在しなくなる可能性が多く、かかる無線端末の利用に難点があった。
【０００３】
　このような問題を解決するために、例えば、特許文献１の特開平９－３０７６５０号公
報「ＰＨＳ自動転送方式」のように、事業所用無線通信システムに利用される無線端末が
、当該事業所用無線通信システムの通信圏外に移動した場合にも、該無線端末に対する着
信を可能とするために、事業所用無線通信システムの構内交換機ＰＢＸにその内線として
あらかじめ登録しておくことによって、当該無線端末に対する他の電話機からの呼に対し
て公衆電話番号によって着呼を受け付けるようにした自動転送システムが提案されている
。
【特許文献１】特開平９－３０７６５０号公報（第３－４頁）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前記特許文献１のような従来技術では、無線端末が通話中の状態にあっ
た時、事業所無線通信システムの通信圏外へ移動した場合には、移動先が公衆無線通信シ
ステムによるサービスエリア内であったとしても、通話を一旦切断して、再度、発呼し直
さなければならないという問題がある。
【０００５】
　本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、第１の無線通信網例えば事業所無
線通信システムの通信圏外に移動した場合であっても、第２の無線通信網例えば公衆無線
通信システムによるサービスエリア内であった場合には、通信を継続させることが可能な
無線通信システム、無線端末および通信中再接続方法を提供することに、その目的がある
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前述の課題を解決するため、本発明による無線通信システム、無線端末および通信中再
接続方法は、次のような特徴的な構成を採用している。
【０００７】
　（１）第１の無線通信網と第２の無線通信網とを互いに接続した状態にして備えている
無線通信システムにおいて、前記第１、第２の無線通信網を使用することが可能な無線端
末が、前記第１の無線通信網を使用して通信相手と通信中の状態にあったときに、当該無
線端末が、前記第１の無線通信網の通信圏外に移動したことが検知された際に、前記第１
の無線通信網は、通信中の呼を保留状態に設定するとともに、通信圏外に移動した当該無
線端末の電話番号と通信相手の電話番号とを保留情報として登録し、前記無線端末が前記
第２の無線通信網の通信圏内に移動したときに、前記無線端末は、前記第２の無線通信網
を介して今まで通信中であった前記通信相手との再接続要求となる着信をする際に前記通
信相手の電話番号を通知し、前記第１の無線通信網は、前記着信を検知した際に、着信時
に前記無線端末から通知された電話番号と登録した通信相手の電話番号とを照合し、両者
が一致している場合に、当該着信が再接続要求であるものと認識して、保留状態に設定し
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ていた前記通信相手との再接続を行い、通信中の状態に再設定する無線通信システム。
　（２）前記第１の無線通信網は、通信圏外への移動により、前記無線端末の通信中の呼
を保留状態に設定して、前記保留情報を登録する際に、当該呼の通信相手に対して、保留
中である旨の保留メッセージ、または、保留音を送信するか、あるいは、当該呼を通信圏
外へ転送中である旨のガイダンスを送信する上記（１）の無線通信システム。
　（３）前記第１の無線通信網は、通信圏外への移動により、前記無線端末の通信中の呼
を保留状態に設定して、前記保留情報を登録した際に、保留状態を継続する制限時間とし
てあらかじめ定めた時間を計時するためにタイマを起動し、前記制限時間が経過するまで
の間に、前記無線端末からの前記再接続要求を認識した場合、登録していた前記保留情報
に基づいて、当該無線端末との通信呼として現在保留中の状態にある前記通信相手を当該
無線端末と再接続し、登録していた前記保留情報を削除し、通信中の状態に設定する上記
（１）または（２）の無線通信システム。
　（４）前記第１の無線通信網は、現在保留中の状態にある前記通信相手を当該無線端末
と再接続することに先立って、前記通信相手に対して、前記第１の無線通信網から前記第
２の無線通信網への通信中ローミングを行う旨の通知メッセージを送信する上記（３）の
無線通信システム。
　（５）前記第１の無線通信網は、前記制限時間が経過するまでの間に、前記無線端末か
らの前記再接続要求の着信がないことを検知した場合、当該無線端末との通信呼として現
在保留中の状態にある前記通信相手との接続を切断するとともに、登録していた前記保留
情報を削除する上記（３）または（４）の無線通信システム。
　（６）前記第１の無線通信網は、前記通信相手との接続を切断することに先立って、前
記通信相手に対して、前記無線端末が切断した旨を示す通知メッセージを送信する上記（
５）の無線通信システム。
　（７）前記第１の無線通信網は、前記制限時間が経過した後に、前記無線端末からの前
記再接続要求を認識した際に、前記通信相手への新たな着信要求として、前記通信相手に
対して発呼する上記（３）ないし（６）のいずれかの無線通信システム。
　（８）前記無線端末が、通信中の状態で前記第１の無線通信網の通信圏外へ移動した際
に当該通信中の呼の通信相手を通信メッセージ記録装置に接続替えすることを前記第１の
無線通信網にあらかじめ登録していた場合、前記第１の無線通信網は、前記無線端末が通
信中の状態で当該第１の無線通信網の通信圏外へ移動したことを検知した際に、前記無線
端末と通信中の状態にある通信相手を、当該第１の無線通信網に設置されている前記通信
メッセージ記録装置へ接続替えする上記（１）ないし（７）のいずれかの無線通信システ
ム。
　（９）前記無線端末が、通信中の状態で前記第１の無線通信網の通信圏外へ移動した際
に当該通信中の呼の通信相手をあらかじめ登録している通信端末に自動転送することを前
記第１の無線通信網にあらかじめ登録していた場合、前記第１の無線通信網は、前記無線
端末が通信中の状態で当該第１の無線通信網の通信圏外へ移動したことを検知した際に、
前記無線端末と通信中の状態にある通信相手を、あらかじめ登録されている前記通信端末
へ自動転送する上記（１）ないし（７）のいずれかの無線通信システム。
　（１０）前記第１の無線通信網がキーテレホンシステムであり、前記第２の無線通信網
が公衆無線通信システムである上記（１）ないし（９）のいずれかの無線通信システム。
　（１１）互いに接続された第１の無線通信網と第２の無線通信網との双方を使用するこ
とが可能な無線端末において、通信相手と通信中の状態にあるときに、前記第１の無線通
信網の通信圏外から移動して、前記第２の無線通信網の通信圏内に移動した際に、前記第
２の無線通信網にアクセスして、前記第１の無線通信網に対して前記通信相手の電話番号
を送信することにより、通信中の状態にあった前記通信相手との再接続を要求する再接続
要求を行う無線端末。
　（１２）通信中の状態で前記第１の無線通信網の通信圏外へ移動した際に通信中の状態
にあった前記通信相手を通信メッセージ記録装置に接続替えすることを前記第１の無線通
信網に登録する手段を備えている上記（１１）の無線端末。
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　（１３）通信中の状態で前記第１の無線通信網の通信圏外へ移動した際に通信中の状態
にあった前記通信相手をあらかじめ登録している通信端末に自動転送することを前記第１
の無線通信網に登録する手段を備えている上記（１１）または（１２）の無線端末。
　（１４）携帯電話端末、ＰＨＳ端末、携帯情報端末、または、携帯ノートＰＣのいずれ
かからなる上記（１１）ないし（１３）のいずれかの無線端末。
　（１５）第１の無線通信網と第２の無線通信網とを互いに接続した状態にして備えてい
る無線通信システムにおける通信中再接続方法であって、前記第１、第２の無線通信網を
使用することが可能な無線端末が、前記第１の無線通信網を使用して通信相手と通信中の
状態にあったときに、当該無線端末が、前記第１の無線通信網の通信圏外に移動したこと
が検知された際に、前記第１の無線通信網は、通信中の呼を保留状態に設定するとともに
、通信圏外に移動した当該無線端末の電話番号と通信相手の電話番号とを保留情報として
登録し、前記無線端末が前記第２の無線通信網の通信圏内に移動したときに、前記無線端
末は、前記第２の無線通信網を介して今まで通信中であった前記通信相手との再接続要求
となる前記無線端末からの着信をする際に前記通信相手の電話番号を通知し、前記第１の
無線通信網は、前記着信を検知した際に、着信時に前記無線端末から通知された電話番号
と登録した通信相手の電話番号とを照合し、両者が一致している場合に、当該着信が再接
続要求であるものと認識して、保留状態に設定していた前記通信相手との再接続を行い、
通信中の状態に再設定する通信中再接続方法。

【発明の効果】
【０００８】
　本発明の無線通信システム、無線端末および通信中再接続方法によれば、以下のような
効果を得ることができる。 
【０００９】
　無線端末が通信中に、第１の無線通信網例えば当該無線端末が属するキーテレホンシス
テムなどの事業所専用無線通信システムの通信圏外に移動したとしても、無線端末が通信
可能な第２の無線通信網例えば公衆無線通信システムのサービスエリアの圏内へ移動する
ことにより、通信中であった通話相手を切断することなく、通話を継続することが可能で
ある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明による無線通信システム、無線端末および通信中再接続方法の好適な実施
例について添付図を参照して説明する。
【００１１】
　（発明の特徴）
　本発明の実施例の説明に先立って、まず、本発明の特徴について、その概要を説明する
。本発明の無線通信システム、無線端末および通信中再接続方法の特徴は、第１の無線通
信網例えばキーテレホンシステムなどの事業所専用の無線通信システムに収容された無線
端末が、通信中の状態で、当該第１の無線通信網の通信圏外へ移動した場合であって、第
２の無線通信網例えば公衆無線通信システムの圏内に移動した場合には、第２の無線通信
システムの無線回線例えば公衆無線回線を使用して、ローミングすることを可能としてい
る点にある。つまり、本発明の無線端末は、当該無線端末が属する第１の無線通信網例え
ばキーテレホンシステムなどの事業所専用の無線通信システムの他に、第２の無線通信網
例えば公衆無線通信システムについても利用可能な端末であり、具体的には、例えば、Ｐ
ＨＳ端末、ＦＯＭＡなどの携帯電話端末、ＰＤＡ端末などからなっている。
【００１２】
　（実施例の構成）
　図１は、本発明による無線通信システムの構成の一例を示すシステム構成図であり、第
１の無線通信網として事業所や店舗などに設置されるキーテレホンシステム１００を、ま
た、第２の無線通信網として公衆無線通信システム２００を用いる場合を例にとって示し
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ている。ここで、図１の無線通信システムは、キーテレホンシステム１００、公衆無線通
信システム２００、および、キーテレホンシステム１００と公衆無線通信システム２００
との間に介在する公衆回線網（ＰＳＴＮ）３００から構成される。
【００１３】
　なお、キーテレホンシステム１００は、例えば事業所などに設置された専用の無線通信
システムの一例を示すものであり、構内交換機ＰＢＸ１０および無線端末ＰＳ５０を収容
する基地局ＣＳ２０，３０，…から構成されている。
【００１４】
　また、構内交換機ＰＢＸ１０は、発着信・切断の制御や通話中の呼を制御する呼制御部
１１、各種の時間の経過を計時するためのタイマ１２、および、管理テーブル１３を少な
くとも含んで構成されており、管理テーブル１３には、各無線端末ＰＳ５０が通話を保留
状態にしているか否かを示す保留モード、保留モードとして保留状態に設定している場合
の無線端末ＰＳ５０の番号（無線端末番号）および当該無線端末ＰＳ５０の通話相手を示
す通話相手番号を、少なくとも登録することができる。
【００１５】
　無線端末ＰＳ５０は、キーテレホンシステム１００の基地局ＣＳ２０，３０，…を経由
して、構内交換機ＰＢＸ１０と接続され、キーテレホンシステム１００の内線の電話端末
ＴＥＬ１　６０と通話したり、公衆無線通信システム２００に収容されている携帯電話端
末ＴＥＬ２　７０と公衆回線網３００を経由して通話したり、公衆回線網３００に収容さ
れている電話端末ＴＥＬ３　８０と通話したりすることができる。
【００１６】
　また、無線端末ＰＳ５０は、キーテレホンシステム１００の基地局ＣＳ２０，３０，…
との無線通信のみならず、公衆無線通信システム２００の基地局（図示していない）との
無線通信を行うことも可能であり、例えば、キーテレホンシステム１００の基地局ＣＳ２
０，３０，…の通信圏外に移動してしまった場合に、公衆無線通信システム２００のサー
ビスエリア内であれば、公衆無線通信システム２００の基地局にアクセスして、通信を行
うことができる。さらには、無線端末ＰＳ５０は、公衆無線通信システム２００および公
衆回線網３００を経由し、キーテレホンシステム１００の構内交換機ＰＢＸ１０内の管理
テーブル１３に、保留状態を登録したり、当該無線端末ＰＳ５０の番号（無線端末番号）
や通話相手番号を登録したり、あるいは、構内交換機ＰＢＸ１０に対して、現在保留中の
状態になっている通話相手との通話を再会させるための再接続要求（ローミング要求）を
送信したりすることが可能である。
【００１７】
　なお、無線端末ＰＳ５０は、キーテレホンシステム１００に属する端末としてキーテレ
ホンシステム１００の内線番号を付与されているが、公衆無線通信システム２００との接
続も可能な公衆無線端末用の電話番号も付与されている。また、無線端末ＰＳ５０は、前
述のように、携帯電話端末であっても良いし、ＰＨＳ電話機であっても良いし、情報携帯
端末ＰＤＡであっても良いし、場合によっては、携帯ノートＰＣであっても良い。
【００１８】
　（実施例の動作の説明）
　次に、図１に示す無線通信システムの動作例について、図２を用いて説明する。図２は
、本発明の一例である図１の無線通信システムの動作を説明するためのシーケンス図であ
り、事業所専用の無線通信網であるキーテレホンシステム１００内にて利用される無線端
末ＰＳ５０が、キーテレホンシステム１００の基地局ＣＳ２０、構内交換機ＰＢＸ１０を
経由して公衆回線網３００に収容されている電話端末ＴＥＬ３　８０と通話中の状態にあ
った時に、無線端末ＰＳ５０が基地局ＣＳ２０の通信圏外の公衆無線通信システム２００
の通信圏内に移動してしまった場合の動作を説明している。
【００１９】
　図２において、無線端末ＰＳ５０が基地局ＣＳ２０、構内交換機ＰＢＸ１０を経由して
公衆回線網３００に収容されている電話端末ＴＥＬ３　８０と通話中の状態にあった時に
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（シーケンスＳＱ１）、無線端末ＰＳ５０が、当該無線端末ＰＳ５０が属する事業所専用
の無線通信網であるキーテレホンシステム１００の基地局ＣＳ２０の無線通信サービス圏
外へ移動してしまった際、基地局ＣＳ２０は、無線端末ＰＳ５０が通信圏外に移動したこ
とを検出して、構内交換機ＰＢＸ１０に、その旨を通知する（シーケンスＳＱ２）。
【００２０】
　無線端末ＰＳ５０の圏外移動通知を受け取った構内交換機ＰＢＸ１０は、キーテレホン
システム１００の他の基地局３０，…からも、無線端末ＰＳ５０の圏内移動通知を受け取
っていないことを確認すると、当該無線端末ＰＳ５０が、キーテレホンシステム１００の
通信可能な領域を超えて移動してしまったものと認識して、当該無線端末ＰＳ５０を保留
状態に設定して、管理テーブル１３に、保留状態とした当該無線端末ＰＳ５０の無線端末
番号と、当該呼の通話相手であった電話端末ＴＥＬ３　８０の電話番号とを登録する（シ
ーケンスＳＱ３）。なお、構内交換機ＰＢＸ１０は、無線端末ＰＳ５０と電話端末ＴＥＬ
３　８０との間が現在通話中である旨の情報を、呼制御部１１において保持しているので
、当該無線端末ＰＳ５０との通話相手の電話端末ＴＥＬ３　８０の電話番号を管理テーブ
ル１３に登録することも容易に可能である。
【００２１】
　さらに、構内交換機ＰＢＸ１０は、当該無線端末ＰＳ５０の呼を保留しておく制限時間
としてあらかじめ定めた時間の経過を計時するためにタイマ１２を起動するとともに（シ
ーケンスＳＱ４）、通話相手の電話端末ＴＥＬ３　８０に対して、保留中である旨の保留
メッセージ、トーキーあるいは保留音を送信する（シーケンスＳＱ５）。あるいは、場合
によっては、電話端末ＴＥＬ３　８０に対して、無線端末ＰＳ５０との接続呼を圏外転送
中である旨のガイダンスなどを送信することにしても良い。
【００２２】
　一方、キーテレホンシステム１００の通信圏外に移動した無線端末ＰＳ５０が、前記制
限時間が経過するまでの間に、公衆無線通信システム２００の通信圏内に移動した場合、
公衆無線通信システム２００から公衆回線網３００を経由して、キーテレホンシステム１
００の構内交換機ＰＢＸ１０へ発信する（シーケンスＳＱ６）。あるいは、無線端末ＰＳ
５０がキーテレホンシステム１００の例えば基地局３０の通信圏内に戻ってきた場合には
、基地局３０を介して、キーテレホンシステム１００の構内交換機ＰＢＸ１０へ発信する
場合もある。
【００２３】
　キーテレホンシステム１００の構内交換機ＰＢＸ１０が、保留中の状態に設定していた
無線端末ＰＳ５０から、前記制限時間が経過するまでの間に、着信を検出した場合、無線
端末ＰＳ５０に対して応答するとともに、タイマ１２の計時動作を停止し、管理テーブル
１３に保留状態として登録していた現在保留中の通話相手の電話端末ＴＥＬ３　８０の保
留を解除して、電話端末ＴＥＬ３　８０を無線端末ＰＳ５０との接続状態に設定する（シ
ーケンスＳＱ７）。なお、電話端末ＴＥＬ３　８０を無線端末ＰＳ５０に接続する前に、
保留中の電話端末ＴＥＬ３　８０に対して、キーテレホンシステム１００側から公衆無線
通信システム２００側への通話中ローミングを行う旨の通知メッセージを送信することに
しても良い。
【００２４】
　ここで、保留中の状態に設定していた無線端末ＰＳ５０から構内交換機ＰＢＸ１０への
再接続要求（あるいはローミング要求）の着信動作は、今まで通話中であって現在保留中
の状態にある通話相手との再接続を要求するために設けられた特番により構内交換機ＰＢ
Ｘ１０へ指示を行うようにしても良いし、あるいは、今まで通話中であって現在保留中の
状態にある通話相手の電話番号を通知することにより、構内交換機ＰＢＸ１０が、着信時
に通知されてきた電話番号と管理テーブル１３に登録されている通話相手番号とを照合し
、一致している場合に、再接続要求（あるいはローミング要求）であるものと認識するよ
うにしても良い。
【００２５】
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　しかる後、管理テーブル１３に設定していた保留に関する登録情報を削除するともに、
無線端末ＰＳ５０が、公衆無線通信システム２００から公衆回線網３００を経由して構内
交換機ＰＢＸ１０にて折り返して、公衆回線網３００の電話端末ＴＥＬ３　８０と接続さ
れた状態に設定して通話を再開させる（シーケンスＳＱ８）。つまり、無線端末ＰＳ５０
が専用無線通信網であるキーテレホンシステム１００から公衆無線通信システム２００へ
通話中にローミングして通話を継続している状態になる。
【００２６】
　なお、キーテレホンシステム１００の構内交換機ＰＢＸ１０が、保留中の状態に設定し
ていた無線端末ＰＳ５０から、前記制限時間が経過するまでの間に、着信がなく、前記制
限時間がタイムアウトしてしまったことを検知した場合、構内交換機ＰＢＸ１０は、保留
している通話相手の電話端末ＴＥＬ３　８０に対して、保留中の無線端末ＰＳ５０が切断
した旨を示す通知メッセージを送信した後、管理テーブル１３に登録していた保留情報を
削除するとともに、電話端末ＴＥＬ３　８０との間の接続を切断する。
【００２７】
　なお、無線端末ＰＳ５０から構内交換機ＰＢＸ１０への再接続要求（あるいはローミン
グ要求）を特番によって行う場合には、前記制限時間がタイムアウトして、保留している
通話相手の電話端末ＴＥＬ３　８０を切断した後で、無線端末ＰＳ５０から構内交換機Ｐ
ＢＸ１０への着信があった場合、構内交換機ＰＢＸ１０の管理テーブル１３にまだ保留情
報が残っていた場合には、切断した通話相手の電話端末ＴＥＬ３　８０に対して発呼する
動作を起動するが、管理テーブル１３から保留情報が削除されていた場合には、無線端末
ＰＳ５０に対して、第２ダイヤルトーンを送信して、通話相手の電話番号の入力を促すか
、あるいは、当該通話相手を既に切断した旨の通知メッセージを送信した後切断する。
【００２８】
　ただし、再接続要求（あるいはローミング要求）の着信動作を特番ではなく今まで通話
中であった通話相手番号によって行う場合には、構内交換機ＰＢＸ１０は、前記制限時間
がタイムアウトして、保留している通話相手の電話端末ＴＥＬ３　８０を切断した後に、
再接続要求（あるいはローミング要求）があった時点で、電話端末ＴＥＬ３　８０に対す
る新たな着信要求として扱い、電話端末ＴＥＬ３　８０に対して、着信接続するために発
呼を行う。
【００２９】
　（本実施例の効果）
　無線端末ＰＳ５０が通話中の状態にある時に、第１の無線通信網例えばキーテレホンシ
ステム１００の圏外に移動したとしても、無線端末ＰＳ５０が通信可能な第２の無線通信
網例えば公衆無線通信システム２００のサービスエリアの圏内へ移動することによって、
今まで通話中であった通話相手を切断することなく、通話を継続することができる。
【００３０】
　（本発明の他の実施例）
　前述の実施例では、第１の無線通信網がキーテレホンシステム１００、第２の無線通信
網が公衆無線通信システムの場合について説明したが、本発明はかかる場合に限るもので
はない。例えば、第１、第２の無線通信網が、それぞれで互いに異なる通信事業者によっ
て運用されている無線通信システムであっても良いし、異なる事業者の専用無線通信シス
テムであっても良い。
【００３１】
　また、例えば、無線端末ＰＳ５０が通信中に、当該無線端末ＰＳ５０が属する第１の無
線通信網例えば前述の実施例におけるキーテレホンシステム１００の圏外に移動した際に
、第１の無線通信網例えばキーテレホンシステム１００に設けられた留守番電話装置（通
信メッセージ記録装置）に切り替えて通信相手を接続し、通話中であった通話相手のメッ
セージを録音するようにしても良い。なお、かかる場合、圏外に移動する無線端末ＰＳ５
０が留守番電話装置（通信メッセージ記録装置）に切り替えるか否かをあらかじめ登録す
るようにしても良い。
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【００３２】
　または、無線端末ＰＳ５０が通信中に、当該無線端末ＰＳ５０が属する第１の無線通信
網例えば前述の実施例におけるキーテレホンシステム１００の圏外に移動した際に、当該
無線端末ＰＳ５０によってあらかじめ登録された通信端末（無線端末や固定設置型の電話
端末など）に、通話中であった通話相手の呼を自動転送するようにしても良い。なお、無
線端末ＰＳ５０が転送先の通信端末を登録するタイミングは、通話中において圏外へ移動
しようとしている時点であっても構わない。
【００３３】
　以上、本発明の好適実施例の構成を説明した。しかし、斯かる実施例は、本発明の単な
る例示に過ぎず、何ら本発明を限定するものではないことに留意されたい。本発明の要旨
を逸脱することなく、特定用途に応じて種々の変形変更が可能であることが、当業者には
容易に理解できよう。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明による無線通信システムの構成の一例を示すシステム構成図である。
【図２】本発明の一例である図１の無線通信システムの動作を説明するためのシーケンス
図である。
【符号の説明】
【００３５】
１０　　　　　　構内交換機ＰＢＸ
１１　　　　　　呼制御部
１２　　　　　　タイマ
１３　　　　　　管理テーブル
５０　　　　　　無線端末ＰＳ
６０　　　　　　電話端末ＴＥＬ１
７０　　　　　　携帯電話端末ＴＥＬ２
８０　　　　　　電話端末ＴＥＬ３
２０，３０，…　基地局ＣＳ
１００　　　　　キーテレホンシステム
２００　　　　　公衆無線通信システム
３００　　　　　公衆回線網（ＰＳＴＮ）
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